
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  東京都で昨年より６週早

く、インフルエンザ警報が出

されました。北ノ台所小では

11 月になって 5 年 4 組、1

年生全クラス、２年１組で学

級閉鎖を行いました。学級閉

鎖をしないまでも、インフル

エンザでのお休みが多いクラ

スもあります。 

 

 

 

 

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7 年 11 月 28 日 

調布市立北ノ台小学校  

感染症予防の基本は手洗いです！ 
寒くなるにつれて、手洗いがおざなりになっていませんか？ 
しっかり手を洗いましょう！ 

インフルエンザの出席停止期

間は下図のようになっていま

す。発症日は０日目となり、｢５

日経過するまで｣とは、５日目

まで出席停止となります。｢解

熱後２日経過｣も同じように解 

熱した日を０日目

とします。順調に回

復しなかった場合

は、既定の期間終了

後、病院を再度受診

し登校の許可(B 票) 

を頂いてください。出席停止期間が終わり登校する際には、

【A 登校許可申請書】か【B 登校許可証明証】を必ず提出

してください。発症日は欠席し始めた日ではなく、発熱等

の症状が出た日となります。体調が悪い場合は無理に登校 

せず、ご家庭で様子を見るか病院を受診して、感染拡大防止にご協力ください。 

 

 



 

 

 

 

 調布市内でアタマジラミノ発生の報告がありました。アタマジラミは家庭で対策を行えますので、

正しい知識を持って、適切に予防や駆除をしてください。以下に東京都福祉保健局から出されてい

るリーフレットを掲載しますので、参考としてください。また、お子さんにアタマジラミを発見し

たときは、学校へお知らせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/atamajirami_leaflet 

 

 


